
広報ごか　2015．12 8

　

　

　

　

	

（
政
策
財
務
課
）

　
８
月
８
日
か
ら
販
売
し
た
「
豪
華

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ａ
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
」
の

有
効
期
限
は
、
12
月
31
日
（木）
ま
で
で

す
。
平
成
28
年
１
月
１
日
（金）
以
降
は

無
効
と
な
り
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
ご
使
用
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
は
、

払
い
戻
し
は
一
切
で
き
ま
せ
ん
。
お

手
持
ち
の
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
裏
面

の
注
意
事
項
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

必
ず
12
月
31
日
（木）
ま
で
に
ご
使
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
政
策
財
務
課
　
政
策
Ｇ

　
☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）

お
知
ら
せ

ごかのごかの
お知らせお知らせ

（№483）

　役場の代表電話は☎（84）1111です　

「
豪
華
Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ａ
プ
レ
ミ
ア

ム
商
品
券
」
の
使
用
は
お
早

め
に
！

	

（
教
育
委
員
会
）

○
日
時

　
平
成
28
年
１
月
10
日
（日）

　
受
付
　
午
前
９
時
45
分

　
開
式
　
午
前
10
時

○
場
所
　
五
霞
中
学
校
　
体
育
館

○�

該
当
者
　
平
成
７
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
８
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方

○�

そ
の
他
　
11
月
１
日
を
基
準
に
該

当
者
を
把
握
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
の
で
、
そ
れ
以
降
に
転
入
さ

れ
た
方
は
12
月
18
日
（金）
ま
で
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
教
育
委
員
会
　
生
涯
学
習
Ｇ

　
☎
（84）
１
４
６
０
（
直
通
）

土
地
・
家
屋
の
届
出

成
人
式
典

	

（
生
活
安
全
課
）

　
家
庭
ご
み
に
つ
い
て
は
、
所
定
の

ご
み
集
積
所
へ
出
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
が
、
出
す
際
に
次
の
こ
と
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。（
時
間
厳
守
）

①	

決
め
ら
れ
た
曜
日
の
午
前
８
時
ま

で
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

②	

分
別
が
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い
な
い

ご
み
に
関
し
て
は
、
回
収
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
五
霞
町

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
等
を
参
考

に
き
ち
ん
と
分
別
し
、
決
め
ら
れ

た
曜
日
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

家
庭
ご
み
の
出
し
方

③	

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
き
ち
ん
と
ラ

ベ
ル
と
キ
ャ
ッ
プ
を
外
し
ま
し
ょ

う
。

※	

色
付
き
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
洗
剤

の
容
器
及
び
油
の
容
器
等
は
可
燃

ご
み
と
な
り
ま
す
。

　
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
み
の
分
別
等
で
不
明
な

点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
生
活
安
全
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
生
活
環
境
Ｇ

　
☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

	

（
町
民
税
務
課
）

　
土
地
や
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産

税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
課
税

さ
れ
ま
す
。

　
年
内
に
家
屋
の
滅
失（
取
り
壊
し
）

や
増
築
・
改
築
を
さ
れ
た
場
合
、
ま

た
は
売
買
な
ど
に
よ
り
未
登
記
家
屋

の
所
有
者
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は
、

町
民
税
務
課
ま
で
届
出
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
土
地
の
現
況
地
目
を
変
更

し
て
い
る
場
合
に
も
同
様
で
す
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
法
務
局
で
登
記

を
済
ま
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
届

出
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○�

堤
防
強
化
事
業
で
の
移
転
者
の
皆

さ
ん
へ

　
年
内
に
家
屋
（
新
家
屋
）
が
完
成

し
、
買
収
契
約
し
た
家
屋
（
旧
家
屋
）

の
取
り
壊
し
が
年
明
け
に
な
る
と
、

新
旧
両
方
の
家
屋
に
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
現
在
で

の
取
扱
い
に
な
り
ま
す
の
で
、
家
屋

の
完
成
時
期
と
買
収
家
屋
の
取
り
壊

し
時
期
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

	

（
町
民
税
務
課
）

　
国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
に
、
一

年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料

を
証
明
す
る
書
類
等
を
添
付
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
か

ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
と
同
様

に
、
一
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
の
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明

書
（
ハ
ガ
キ
）
が
、
日
本
年
金
機
構

よ
り
11
月
上
旬
か
ら
順
次
送
付
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手

続
き
の
際
は
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領

収
証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
（25）
０
８
１
１

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明

書
を
送
付
し
ま
す


